
【日本ソフトテニス連盟指導基本規程違反の被害救済と処分の流れ】

申立及び申告の相談

申立の相談 　申告
救済申立及び申告の取り次ぎ

調査(2条2①) 申立
調停・勧告(2条2②l3) 

・緊急処置(3条6)被害を防止するために必要な処置を動告  
処分を受ける者に吋して弁明の機会を与える。処分後は効カを失う。 

　　　　　 処分(8条)・活動停止(8条1) 
・自粛動告(8条2) 
・厳重注意(8条3) 

・指導(8条4) 

・不処分(8条5)     勧告どおり処分(9条2) ・10条1、2　2週間以内に支部(救 
・処分を再審議(9条3) 　済申立処理委員会)に提出

処分の通知・処置の動告(9条) 意見を添えて通知     　　　　最終決定を通知 (9条3) ・10条3 2週間以内に支部から日 
(9条3) 　本連盟(救済審査委員会)に送致 

・14条5 2週間以内に支部に提出

　　　　12条2 8条の1、2の通知

　　　　勧告への処置 勧告趣旨のの処置(9条3)

勧告どおり処分(9条2 )
　　　　　　　・1ケ月以内に理事会を開催(9条2) 不承認(9条3)  

理事会

　　　　・委員会開催   11条1  申立を受けた日から1ケ月以内に開催
　　　　・調査　            11条2　自ら調査し、また各支部に調査を委嘱できる。各支部は協力する。
　　　　・直接意見陳述の保障   11条3　当事者の意見を述べる機会を与える。
　　　　・不服中立申立についての処置　 16条 支部の決定に対する不服審査             ・処分の決定を再審議(11 条6②)

　　　通知(11条6①)
処分の通知(11条5)

　・最終処分決定の通知および趣旨の処置の勧告(11条6②) 

処分内容を通知 　・8条2の処分は2週間以内に処分の受容を確認(11条6③) 

日本連盟会長
11条(6①②③) 　・委員会決定の趣旨の処置
12条1　8条1、2の処分と勧告 (11条6①)

通知を受けた日から最初に開催される理事会(11条6①) 不承認(11条6②)  　　　承認(11条6①) 

理事会
青森県ソフトテニス連盟　2014/4/13

2014/4/1設定

承認(9条2) 

支部長

救済申立処理委員会(青森県連盟) 
6条1、2 　委員数　3名

構成:第三者(1名)、支部役員(1名)、各支部代表選手経験者(1名) 任期4年 

会員・選手
被害者＝申立人

3条1-1

18歳未満の選手誰でも

支
部
（

青
森
県
連
盟
）

指導基本規程普及委員
7条1、2　救済申立及び申告の相談、各支部への取り次ぎ

7条3、4　支部を10分割、各地域1名、任期4年

相手方

救済審査委員会の処分を受ける者

不服申立

日
本
連
盟

違反行為を見て認識した人
4条

14条に対する不服中立

　　　　　　処分

救済審査委員会(日本連盟)
5条1、2　　委員数　5名

構成:第三者委員(3名)、連盟役員(1名)、現役代表選手(1名) 任期4年

3条3

上の各種類で
日本代表選手に

関わるもの
3条1-2


